
法令で定める施設への入所 

 

社会福祉法＜抜粋＞ 

第２条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を

いう。 

２ 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 

一 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無

料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計

困難者に対して助葬を行う事業 

二 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業 

三 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は

軽費老人ホームを経営する事業 

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）

に規定する障害者支援施設を経営する事業 

五 削除 

六 売春防止法（昭和 31年法律第 118号）に規定する婦人保護施設を経営する事業 

  

別紙１ 



法令で定める施設への入院 

 

児童福祉法＜抜粋＞ 

第六条の二の二  この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放

課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支

援を行う事業をいう。  

○２  この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働

省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。  

○３  この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害（以下「肢体不

自由」という。）のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機

構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚

生労働大臣が指定するもの（以下「指定発達支援医療機関」という。）に通わせ、児童発達支援

及び治療を行うことをいう。  

○４  この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第

一条 に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害児につき、授業の終了後又

は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の

向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。  

○５  この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚

生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以

外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。  

○６  この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を

行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。  

 

別紙２ 
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